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法律や世の中の仕組みは⽬まぐるしく変化しています。「知らなかった」では済まされない
⾵潮の世の中、教会運営の上に正しい法⼈知識は必要不可⽋です。法⼈実務を学ぶ⾝近な
場として教区や直属での「宗教法⼈研修会」の開催をご提案いたします。

宗教法⼈事務に対する知識のアップデートと事務能⼒向上を⽬的とする

法⼈教会の会⻑、実務担当者(後継者・夫⼈)、教区・直属・⽀部等の法⼈担当者 等
法⼈事務に関⼼のある⽅
教区または直属での開催を基本とします (⽀部での開催実績あり)

宗教法⼈研修会要項
宗教法⼈の勉強をしてみませんか

まずは お電話 FAX Email 等で「開催の
希望⽇時」をお知らせください
プログラム内容や時間設定、費⽤など詳細は個
別にご相談させていただきます

研修会の様⼦

教務部宗教法⼈課 (内5208)
外線直通  
FAX 
Eメール
法⼈課LINE公式アカウントも可

0743−63−2157  
0743−63−3804
hojinka@tenrikyo.or.jp 

プログラムについて

お申込み⽅法

研修の⽬的

対象・開催主体

プログラム例
次のコマから要望に応じて⾃由に組み⽴てることができます

ご要望に応じて時間や内容を⾃由に組んでいただくこと
ができます。講義ではスライドを使⽤して、できるだけ
わかりやすく説明させていただきます
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例１）
合計９0分
の場合

例２）
10時スタート
午前中開催の場
合

1講⽬30分

10分

２講⽬60分

1講⽬40分 ２講⽬50分 20分

※ 内容に応じて講師1〜2名でお伺いします。�
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